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１．防災拠点漁港の啓開計画の位置づけ

近い将来、高い確率で発生することが予想されている南海トラフ地震では、地震による被害及び沿岸部での津波による甚大な
被害が想定されており、 中でも、漁港については、そのほとんどが被災しその機能を失うことが予想されている。

漁港が被災し、その機能を失い長期間にわたることとなると、被災後の救援物資輸送や、水産物の生産・流通活動の再開に
大きな支障を及ぼし、救援活動や、漁業関係者の生活再建等へ多大な影響を及ぼすこととなる。

このため、県では、緊急物資等の輸送と水産業の早期再開の観点から、港湾との連携のもと県下で6漁港を「防災拠点漁港」
として選定し、耐震強化岸壁や防波堤の改良などの防災・減災対策を実施している。

この防災拠点漁港については、施設の強化のみならず、それを被災後に確実に活用するために必要となる被災状況の把握や
応急工事、水産業の復旧復興へ向け必要となる取り組みを「漁港の機能継続計画（漁港BCP）」としてあらかじめ策定しておく必
要がある。

沖の島漁港は防災拠点漁港として選定されており、今回、沖の島漁港の啓開計画として定める内容は、漁港BCPのうち被災直
後から緊急物資の輸送体制の確立までを対象とするものである。

漁港BCP

防災拠点漁港
の啓開計画
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２．防災拠点漁港の役割

防災拠点漁港の役割を整理する。

現時点で、緊急時の海上輸送ネットワークにおける防災拠点港の役
割は次のとおり位置づけられている。

一次防災拠点港（港湾）
①総合防災拠点（広域拠点）と連携し、県外等からの物資等の受

け入れ、搬送。
②二次防災拠点港への二次輸送
③港内や近隣のオープンスペースを利用したヘリでの輸送
④物資の一時保管場所等

二次防災拠点港（港湾、漁港）
①一次防災拠点港からの二次輸送
②一次防災拠点港の補完港としての総合防災拠点との連携

防災拠点漁港はすべて二次防災拠点港となる。
ただし、田ノ浦漁港除く

漁港啓開計画の考え方
発災後は、道路、港湾等との連携をもとに、広域的な視点から啓開・復旧等の優先順位を定め作業を実施する必要がある。

防災拠点港の優先順位については、被災状況に応じて柔軟に対応することとなるが、防災拠点港配置計画にもあるとおり、一
般的に一次防災拠点港が優先となり、二次防災拠点港である漁港はその後となると考えられる。

そのため、漁港における啓開期間やそれに必要となる海上作業に要する資機材の調達等については、港湾での作業が大きな
関連性をもつこととなる。

また、ヤードの啓開等、陸上作業に要する資機材の調達については、緊急輸送道路の啓開作業も関連することとなる。
こうしたことについて、将来的には「道路啓開計画」や「港湾BCP」との連携が必要となるが、今回策定する漁港の啓開計画につ

いては、ひとまず以下の前提条件で策定する。

【海上作業】 一次防災拠点港の啓開が順調に進捗

【陸上作業】 緊急輸送道路の啓開が順調に進捗 4

※田ノ浦漁港については、海上輸送ネットワークに位置づけられていないが、海上輸送手段の複数化や水産業の早期再開の視点から、他の防災拠点漁港と同
様に検討を行う



３．沖の島漁港の概要

沖の島漁港（弘瀬地区）

内容 規模 備考

耐震強化岸壁諸元

延長 ４０ｍ 定期船４０ｍ×１バース

水深 －４．０ｍ

天端高 ＋３．０ｍ

係留可能船舶 定期船８２ｔ

航路最小幅 ３７ｍ

H25港勢

登録漁船 ８２隻

利用漁船 199隻

属地陸揚量 ０．４㌧

属地陸揚金額 １百万円

漁協 すくも湾漁協
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４．被害想定

ケース１（レベル1津波）
比較的発生頻度が高い地震

ケース２（レベル2津波）
最大クラスの地震

規模 M8.4 程度 M9.0 程度

震度 6弱 震度6強～7

津波 各漁港ごとの想定による 各漁港ごとの想定による

参考とする資料等

【高知県公表】震度分布・津波浸水予測(H24.12.10)
【高知県公表】被害想定(H25.5.15)
※ケース１についてはH15年度の県公表資料を再推計したものとなっている

【参照】高知県防災マップ（http://bousaimap.pref.kochi.lg.jp/）

対象とする地震は以下の２ケースを想定する。
これによる具体的な被害を漁港ごとに可能な限り定量的に想定する。
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４．被害想定

沖の島漁港周辺

ケ－ス１ ケ－ス２

啓開計画対象（レベル1津波） 参考（レベル2津波）



４．被害想定

沖の島漁港

沖の島漁港の被害について、以下のように想定する。

航路・泊地
・漂流物・沈下物による埋塞
・地盤の隆起による水深不足

耐震強化岸壁
・地震による傾斜
・地盤の隆起による水深不足
・地盤の沈下による天端高さの不足

用地
・液状化
・漂着物による埋塞

8

県道沖の島循環線

‐4.0m泊地

‐4.0m航路

← 至 母島地区
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４．被害想定

各漁港で想定される被害について、可能な限り定量的に想定する。
想定にあたっては、以下のような文献等を参考に行うこととする。

■広域地盤沈降量
高知県地震・津波防災技術検討委員会資料（海岸における設計津波決定時の沈降量等）

■液状化判定、構造物の安定性
各漁港におけるボーリングデータ及び設計資料等

■漂流物の種類や量
「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画（平成２６年３月：四国の港湾における地震・津波対策検討会）」
※以下に抜粋を示す
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（１）発生する津波漂流物
沖の島漁港で発生する津波漂流物は以下のように考える。
・建物等がれき（木片） → 「P9 付属資料3」により算定
・流木（森林） → 「P9 付属資料3」により算定
・原木（港湾用地） → 発生源は港湾取扱貨物であり、対象漁港では存在しないため、津波漂流物として計上しない。
・船舶（港湾・漁港・河川） → 船舶隻数は、港勢調査（1.登録・利用漁船）の利用漁船‐地元船（実数）の隻数とする。
・コンテナ → 発生源は港湾取扱貨物であり、対象漁港では存在しないため、津波漂流物として計上しない。
・養殖施設 → 発生源は漁具・漁網・養殖筏等であるが、100%海域へ流出すると想定されているため、津波漂流物として

計上しない。
・漁具・漁網 → 東日本大震災事例として、漁具・漁網の発生量は、宮城県全体がれき発生量のうち漁船24千ｔ、

漁網16千ｔという実績から16/24=2/3と仮定する。（添付資料参照）

（２）津波漂流物発生量の推定
ケース１（比較的発生頻度が高い地震）について推定する。

①津波浸水予想図より、浸水面積を算定する。

この範囲（漁港区域）の
浸水面積を算定
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②漁港内に留まる津波漂流物発生量を推計する。
＜建物等がれき（木片）＞
・発生量＝浸水面積(m2)×発生原単位(t/m2)×木片割合(32%)

＝0×0.26×0.32
＝0(t)

海域への流出率は16%より、漁港内には84%が留まると考えると、漁港水域での発生量は、
0×0.84＝0(t)

＜流木（森林）＞
・発生量＝浸水面積(ha)×発生原単位(t/ha)

＝0×417
＝0(t)

海域への流出率は39%より、漁港内には61%が留まると考えると、漁港水域での発生量は、
0×0.61＝0(t)

＜漁船（港湾・漁港・河川）＞
・発生量＝船舶隻数×被災率

被災率(%)＝12×津波高(m)－20
津波高は、「沖の島漁港の津波シミュレーション」より設計津波の水位TP5.5mを採用。
被災率＝12×5.5－20   ＝46%
船舶隻数 82隻
発生量＝82×0.46            ＝38隻
海域への流出率は69%より、漁港内には31%が留まると考えると、漁港水域での発生量は、

38×0.31＝11.8≒12隻

＜漁具・漁網＞
・発生量＝被災船舶数(隻)×平均船舶トン数(t)×2/3

＝12×7t×2/3         ＝56(t)
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③（発生量÷漁港水域面積）より、単位面積当たりの津波漂流物発生量を算定する。
発生量は以下となる。

・建物等がれき（木片） 0(t)
・流木（森林） 0(t)
・漁具・漁網 56(t)
・漁船（港湾・漁港・河川） 12隻

漁港の水域面積は以下とする。

以上より、単位面積当たりの津波漂流物発生量は以下となる。
・建物等がれき（木片） 0(t)÷22,487＝0.000000(t/m2)
・流木（森林） 0(t)÷22,487＝0.000000(t/m2)
・漁具・漁網 56(t)÷22,487＝0.002490(t/m2)
・漁船（港湾・漁港・河川） 12隻÷22,487＝0.000534(隻)

着色水域 A=22,487m2
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④（啓開作業が必要な航路と泊地の面積×単位面積当たりの津波漂流物発生量）より、啓開作業で撤去する津波漂流物量を算定する。

啓開作業が必要な航路と泊地の面積は以下となる。
・‐4.0m航路： A= 9,000m2

・‐4.0m泊地： A=10,000m2

啓開作業が必要な面積：A=19,000m2

よって、啓開作業で撤去する津波漂流物量は以下となる。
・建物等がれき（木片） 0.000000(t/m2)×19,000 m2 ＝ 0(t)
・流木（森林） 0.000000(t/m2)×19,000 m2 ＝ 0(t)
・漁具・漁網 0.002490(t/m2)×19,000 m2 ＝47(t)
・漁船（港湾・漁港・河川） 0.000534 (隻)   ×19,000 m2 ＝10(隻)



５．目標とする機能維持レベル

被災後には、各漁港で以下に示す施設を最低限確保し、機能を維持するものとする。

室戸岬 安芸 佐賀 清水 沖の島 田ノ浦

航路※１ －６．０ｍ航路
A=３３，０００m2

－４．０ｍ航路
A=３０，０００m2

－５．５ｍ航路
A=４２，０００m2

－５．０ｍ航路
A=１２，０００m2

－４．０ｍ航路
A=９，０００m2

－５．０ｍ航路
A=２，０００m2

50t漁船が航行可能な範囲（面積、水深）を最低限確保する

泊地※２ －６．０ｍ泊地
A=３６，０００m2

－４．０ｍ泊地
A=１８，０００m2

－５．５ｍ泊地
A=３４，０００m2

－５．０ｍ泊地
A=３２，０００m2

－４．０ｍ泊地
A=１０，０００m2

－１．５～－４．０ｍ泊地

A=６８，０００m2

50t漁船が停泊・回頭可能な範囲（面積、水深）を最低限確保する

岸壁 －６．０ｍ岸壁
L=１００ｍ

－４．０ｍ岸壁
L=８０ｍ

－５．５ｍ岸壁
L=１００ｍ

－５．０ｍ岸壁
L=９０ｍ

－４．０ｍ岸壁
L=４０ｍ

－４．０ｍ岸壁
L=８０ｍ

耐震強化岸壁の延長分を最低限確保する（エプロン及び一定の水深、天端高の確保含む）

広場※３

（ストックヤー
ド）

（所要面積）・・・資料－２による

（４，９００m2） （５，４００m2） （４，８００m2） （４，９００m2） （４，３００m2） （４，２００m2）

優先啓開面積・・・通路等の確保を見込み優先順位①の１．２倍とする

１４，５００m2 １８，４００m2 １０，２００m2 ６，７００m2 ５，６００m2 １３，０００m2

最低限所要面積を確保することとし、可能な限り優先啓開面積を確保する

臨港道路※４

（幹線道への
アクセス）

２００m ５０m ４００m １５０m（市道） 用地に含む ６２２ｍ

幅員は可能な限り広く確保したうえで、必要延長を全て確保する（未舗装）

※１ 台帳記載の航路とは範囲、名称等の相違あり
※２ 台帳記載の泊地とは範囲、名称等の相違あり
※３ 広場の面積には、漁港内臨港道路を含むこととし、対象施設用地面積×１．２で算出
※４ 幹線道へのアクセス分とし、漁港内臨港道路は用地へ含む 14



６．啓開に必要となる対策

６－１ 想定される被害への対策の検討

想定される被害への対策を検討する。以下に例を示す。

施設名 被害 対策

各施設共通 各施設の想定による 被災状況の把握（目視、水路測量）

航路・泊地 漂流物・沈下物による埋塞 漂流物・沈下物の引き揚げ、早期の引き揚げが困難な場
合は目印設置

地盤の隆起による水深不足 状況把握の際に竹入れ等により目印設置

耐震強化岸壁 地震による傾斜 目地開きや段差の解消

地盤の隆起による水深不足 状況把握の際に竹入れ等により目印設置

地盤の沈下による天端高不足 応急工事により高さ調整

用地 液状化 液状化対策

被災後の応急的な造成工事

漂着物・ガレキ等による埋塞 漂着物・ガレキ等の撤去・集積

臨港道路 液状化 液状化対策

被災後の応急的な造成工事

漂着物・ガレキ等による埋塞 漂着物・ガレキ等の撤去・集積

15



対策に必要となる項目を洗い出す。以下に例を示す。

施設名 被害 対策

各施設共通 各施設の想定による 被災状況の把握（目視、水路測量）

対策に必要となる項目
・全体的な行動フローの策定
・啓開作業に必要となる関係機関の洗い出し
・啓開体制の確立と情報伝達手段・連絡系統の検討
・被災状況（目視）を把握するための人員・交通手段・連絡方法の確保
・被災状況（水深測量等）を把握するための資機材の確保（沈下物の目印とするための資材等含む）
・被災状況把握の優先順位の決定、伝達方法の統一化

施設名 被害 対策

航路・泊地 漂流物・沈下物による埋塞 漂流物・沈下物の引き揚げ

地盤の隆起による水深不足 状況把握の際に竹入れ等により目印設置

対策に必要となる項目
・応急復旧方針の決定
・啓開の優先順位の決定
・揚収物の集積場所の確保
・建設業者と作業船の調達、作業船の停泊場所の確保

施設名 被害 対策

岸壁 地震による傾斜 目地開きや段差の解消

地盤の隆起による水深不足 状況把握の際に竹入れ等により目印設置

地盤の沈下による天端高不足 応急工事により高さ調整

対策に必要となる項目
・応急復旧方針の決定
・応急復旧（天端高の確保等）のために必要となる資機材の調達
・建設業者と作業船・重機の調達、作業船の停泊場所の決定

16

６．啓開に必要となる対策

６－２ 検討した対策を実施するための項目の洗い出し



施設名 被害 対策

用地 液状化 液状化対策

被災後の応急的な造成工事

漂着物・ガレキ等による埋塞 漂着物・ガレキ等の撤去・集積

対策に必要となる項目
・液状化対策工事の実施（事前対策）
・応急復旧方針の決定
・建設業者と重機の調達
・応急的な造成が可能となる資機材の調達
・漂着物やガレキの集積場所の確保

施設名 被害 対策

臨港道路 液状化 液状化対策

被災後の応急的な造成工事

漂着物・ガレキ等による埋塞 漂着物・ガレキ等の撤去・集積

対策に必要となる項目
・液状化対策工事の実施（事前対策）
・応急復旧方針の決定
・建設業者と重機の調達
・応急的な造成が可能となる資機材の調達
・漂着物やガレキの集積場所の確保

17

６．啓開に必要となる対策

６－２ 検討した対策を実施するための項目の洗い出し



洗い出した項目を以下のとおり整理する。

分類 課題

１．全体的な方針の決定 ①全体的な行動フローの策定

②関係機関の洗い出し

③啓開体制の確立

（１）被災状況の把握 ①状況調査の優先順位の決定、伝達方法の統一化

②人員の確保

③資機材の確保

（２）啓開作業計画の決定 ①啓開作業方針（優先順位など）の決定

②建設業者（陸上、海上）の手配

③重機（海上作業）の調達（作業船、小型船）

④重機（陸上作業）の調達（バックホウ、クレーン等）

⑤応急復旧のための資機材の調達

⑥ガレキ類の集積場所の確保

⑦作業船の停泊場所の確保

２．具体的な行動計画の策定

これら洗い出した項目について、具体的な内容をそれぞれ検討する。

18

６．啓開に必要となる対策

６－２ 検討した対策を実施するための項目の洗い出し



１－① 全体的な行動フローの策定

発災

避難

被災状況調査

啓開作業計画決定

啓開作業

物資輸送 水産業再開

応急復旧方針決定

応急復旧作業

津波警報解除

啓開体制の確立

初動

啓開作業

復旧体制の確立

漁港ＢＣＰ

19

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



防災拠点漁港
の啓開計画

漁港漁場課

土木事務所

海上保安部

漁協

建設業関係

１－② 関係機関の洗い出し

分類 各機関 役割 備考

行政 高知県 漁港漁場課 防災拠点漁港での啓開作業

各土木事務所 防災拠点港での啓開作業

国 海上保安部 被災状況の把握、海上作業の許可

民間 漁協 各漁協 被災状況の把握のための連携 水産業BCP策定済み

建設業者 海上作業 啓開作業 県との支援協定あり

陸上作業 啓開作業 県との支援協定あり

20

※防災拠点漁港の啓開については、被災時における緊急物資等の輸送のための海上輸送ネットワークの構築のために行うもので
あり、そうした観点からすれば、緊急物資輸送に関係する県庁の各部署や市町村、防災拠点港を所管する港湾・海岸課なども
関係機関として該当することとなる。
将来的には、緊急物資の輸送体制までを見据えた計画とすることが必要となるが、現段階では防災拠点漁港の啓開作業に必
要となる関係機関のみを対象とする。

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



１－③ 啓開体制の確立

21

漁港漁場課

出先事務所
○安芸土木事務所 安芸漁港

室戸事務所 室戸岬漁港
○中央東土木事務所
○中央西土木事務所
○須崎土木事務所

四万十町事務所
○幡多土木事務所 佐賀漁港

宿毛事務所 沖の島漁港、田ノ浦漁港
土佐清水事務所 清水漁港

各漁協

海上保安部

情報収集・提供

協議

業務報告

情報収集・提供

建設関係団体・業者

要
請

要請

業務報告

情
報
収
集
・
提
供

啓開体制については以下のとおりとする。
（防災拠点漁港以外の漁港の被災状況調査、応急対応等についてもこの体制で行う）
情報伝達手段については別途検討する。

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



１－（１）－① 状況調査の優先順位の決定、伝達方法の統一化

22

・防災拠点港を優先的に調査するものとする（その他の漁港については後日の対応とする）
・防災拠点漁港（二次）の施設のうち、耐震強化岸壁を中心とする緊急物資輸送のための施設を優先して調査する
（ただし、その他の区域についても被災状況に応じて可能な範囲であわせて調査する）

各土木事務所

一次防災拠点港

二次防災拠点港

その他の漁港

優先調査区域

その他の区域

※各漁港ごとの優先調査区域は啓開計画
図に示す

◆状況調査の優先順位

◆調査の伝達方法

調査の視点と調査結果のとりまとめ、伝達方法については別途チェックリストの作成等の検討が必要。

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容
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１－（１）－② 人員の確保（被災状況の把握）

被災状況の把握については、二次災害の防止に対する配慮、効率的な調査の観点から可能な限り複数人数で行うことと
する。これについては基本的に土木事務所の役割であるものの、人員の確保が困難なことが予想される。

また、航路・泊地など水域の調査については、土木事務所の職員のみで行うことが困難である。
このことから、地元漁協を核とした漁業者の協力、地元建設業者の協力を得ることについても検討しておく。

県土木職員

漁業者

建設業者
（海）

建設業者
（陸）

状況把握のイメージ

各土木事務所

調査協力依頼
各漁協

各建設業者
調査協力依頼

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



１－（１）－③ 資機材の確保（被災状況の把握）

分類 作業内容 必要となる資機材 用途

海域の把握 漂流物の有無や量 目視（カメラ） 漂流物の把握

平面図 漂流物の概要を記載

沈下物等の確認 船外機船等の船舶 水深測量

測深機 水深測量

レッド、スタッフ、ポール 水深測量

野帳 水深測量

潮位表 水深測量

浮標識、竹、アンカー 障害物への目印

陸域の把握 漂着物の有無や量 目視（カメラ） 漂着物の把握

平面図 漂着物の概要を記載

液状化の有無 目視（カメラ） 液状化の有無の把握

平面図 液状化の範囲を記載

構造物の変状の把握 目視（カメラ） 変状の確認

平面図、構造図 変状を記載

リボンテープ、コンベックス、ポール、レベル、スタッフ 変状の確認

24

被災状況の把握のために必要となる資機材について以下の表にまとめる。
これらについては、被災後でも調達が可能となるよう日常から保管場所や数量等について把握しておくこととする。

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



１－（２） 啓開作業計画の決定

25

項目 内容 備考

1-(2)-①
啓開の対象施設

・資料－１の「啓開計画平面図」を参照 ・被災状況に応じて啓開範囲の追加（未使用用地）
についても検討する

1-(2)-①
啓開作業方針

・施設ごとの具体的な応急復旧の方針を決定
※岸壁の嵩上げ、沈下物の除去範囲など

・被災状況に応じて応急復旧レベルを検討のうえ決定

1-(2)-②～⑤
啓開作業体制

・応急復旧に必要となる資機材や建設業者等を確
認

・応急復旧の方針に応じた体制を検討

1-(2)-⑥
ガレキ類の収集場所

・被災状況に応じて当面の収集場所を決定 ・「高知県災害廃棄物処理計画」に基づく処理方法を踏
まえた仮置場を検討

・ガレキ類の種類に応じた収集・仮置き方法の検討

1-(2)-⑦
作業船の停泊場所

・作業船が必要となる場合は停泊場所も検討 ・被災状況に応じて係留位置や沖泊について検討

作業工程 ・啓開作業内容や体制に基づく作業工程を作成
・関係者間で共有

啓開作業計画の決定項目

啓開作業計画については、被災状況調査の結果をもとに各土木事務所が策定する。
計画の策定における体制・系統については「１－③啓開体制」によるものとする。
計画については、以下の項目を決定するものとする。

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容
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１） 応急復旧方針の決定

被災後は、緊急物資等の輸送と水産業の早期再開が最も重要な取り組みであり、それを実現するためには、航路・泊地及び岸壁
において、以下の応急復旧が必要である。

・航路・泊地
‐4.0m航路と‐4.0m泊地を応急復旧の対象とする。

早期に船舶が航行できるように、漂流物や沈下物の引き揚げが必要である。状況把握後、航行に支障がある箇所については、目
印を設置するなどの対策が必要である。

・岸壁
耐震強化岸壁を応急復旧の対象とする。
沖の島漁港の地盤変動量は、高知県モデルで+0.18m、中央防災会議モデルで‐0.76mとなっており、地震後は地盤が隆起もしくは

沈下することが想定される。
〔地盤が隆起した場合〕

岸壁前面の地盤高と岸壁の天端高が上がるため、前面水深が小さくなり、水面と岸壁天端までの距離が大きくなることから、船舶
の接岸や荷揚げに支障をきたすこととなる。以上のことから、岸壁前面地盤の掘削や岸壁天端高を切り下げる等、前面水深確保と
天端高の調整が必要となる。
〔地盤が沈下した場合〕

岸壁前面の地盤高と岸壁の天端高が下がるため、前面水深が大きくなり、水面と岸壁天端までの距離が小さくなることから、船舶
の接岸や荷揚げに支障をきたすこととなる。以上のことから、岸壁天端を嵩上げする等、天端高の調整が必要となる。

仮に0.76m沈下した場合、岸壁の天端高は3.0‐0.76=2.24mとなる。天端高の算定値（p51）より、必要天端高は、
HWL(+1.80)+0.6=2.40mとなる(嵩上げ必要高0.16m)。嵩上げの応急復旧については、必要に応じて検討する。

２） 啓開の優先順位の決定
緊急物資等は、耐震強化岸壁から荷揚げする。啓開の優先順位は以下とする。

①耐震強化岸壁周辺と揚収物集積場所の啓開
②‐4.0m航路と‐4.0m泊地の啓開

被害想定、緊急物資輸送等に係る広場の必要面積を踏まえて啓開優先用地を検討する。

揚収物の集積場所の検討結果より、372m2のスペースが必要である（p27参照）。

また、耐震強化岸壁と臨港道路へのアクセスを考慮して、漁港啓開計画平面図（資料－１）の③環境施設用地公園（利用可能面
積4,700‐4,300=400 m2）を揚収物の集積場所とする。

がれきを積む場合の高さや勾配は、土工指針や労働安全衛生規則を考慮して、勾配を1：1.0、高さを5m以下としている。積んだが
れきからガスが発生する恐れがあるため、ガス抜きを行う必要がある。
・緊急物資輸送等に係る広場の必要面積は、資料－２より、4,300 m2である。

耐震強化岸壁と臨港道路へのアクセスを考慮して、漁港啓開計画平面図（資料－１）の①～③荷捌所用地他（利用可能面積
4,300 m2）を緊急物資輸送等に係る広場とする。
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３） 揚収物の集積場所の確保
揚収物は啓開作業で撤去する津波漂流物とすると、撤去量は推定結果より以下となる。
・建物等がれき（木片） ＝0(t)

木片の換算係数は0.55t/m3より、 V＝0/0.55＝0m3

・流木（森林） ＝0(t)
木材の単位体積重量は0.8t/m3より、 V＝0/0.8＝0m3

・漁具・漁網 ＝47(t)
木片の換算係数0.55t/m3を準用するものとし、V＝47/0.55  ＝85m3

・漁船（港湾・漁港・河川） ＝10(隻)
漁船は漁港の登録漁船のトン数を荷重平均し7トンと想定する（p46参照）。
「漁港・漁場の施設の設計の手引 P148」より、船の長さが11.0m、船の幅が2.8mより、漁船を置くために必要な面積は、

A=11.0×2.8×10＝308m2

建物等がれきと流木と漁具・漁網は、合計で85m3より、8m×8mのスペースに、勾配1：1.0で高さ3m以内で積み上げるものと
する。
その場合、（8×8+2×2）/2×3＝102 m3＞85 m3より、8m×8m＝64m2のスペースに集積することに問題ない。
漁船を置く必要面積は308 m2より、合計372m2のスペースが必要である。
以上のことから、漁港啓開計画平面図（資料－１）の③環境施設用地公園（利用可能面積4,700‐4,300=400 m2）を揚収物の
集積場所とする。



28

４） 必要な作業船の規格と作業船の停泊場所
・必要な作業船の規格

運搬船は１次拠点港に準じて、以下の船を想定する。
非航旋回起重機船(120t吊)：長さ60m、幅20m 引船(鋼D600ps)：長さ14m、幅4m 作業台船(1500t積)：長さ40m、幅20m
作業可能な水深は3mとする（引船により決まる）。
沖の島漁港の航路、泊地、岸壁は、以下のとおりである。
航路：‐4.0m航路 航路最小幅37m
泊地：‐4.0m泊地
岸壁：‐4.0m岸壁 L=40m
地盤の隆起（0.2m）を考慮すると、航路・泊地・岸壁の水深は3.8mとなるが、作業船の喫水は3.0mより、水深は問題ない。
また、平面的な範囲や、岸壁の延長についても問題ない。

L.W.L

0
.
8
m

3
.
0
m

3
.
8
m

隆起後海底地盤

作業船

4
.
0
m

0
.
2
m

岸壁
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なお、“「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画（平成26年3月：四国の港湾における地震・津波対策検討
会）」付属資料６．復旧作業に必要となる資機材の海上搬入の検討について(太平洋側)”（P50参照）より、沖の島漁港は、運搬船の
入港条件を満たしている。

・作業船の停泊場所
作業船の停泊は、啓開作業期間中の停泊を考えるものとし、耐震強化岸壁もしくは泊地に係留する計画とする。

運搬船入港条件可否一覧表

条件 沖の島漁港での値 判定

航路幅　40m以上 37m ○

航路水深　-3.0m以上 -3.8m（隆起後） ○

岸壁延長　80m以上 40m ○

岸壁水深　-3.0m以上 -3.8m（隆起後） ○

※　航路幅は条件を満足していないが、起重機船と作業台船の

　　幅が20m程度であることから、航行可能であると判断した。

　　岸壁延長は、作業船の延長が40m程度で、1隻の係留を

　　考えているため、係船は特に問題ないと判断した。

※1

※2

※1

※2

※ 沖の島漁港において、過去に入港した最大の作業船は300t吊起重機船である。



２ 具体的な行動計画の策定
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啓開作業に係る関係機関の役割分担や、具体的な行動計画について以下のとおり定める

漁港漁場課 各漁協 海上保安部建設関係団体・業者各土木事務所

・漁船の被害調査

・被災状況調査へ
の協力

・被災漁船の所有
者把握

・広域的な調整
・被災状況調査準
備・実施

・被災状況調査へ
の協力

・作業許可
・航行制限

・被災状況の情報
収集

・作業許可
・航行制限

・被災状況の情報
収集

・啓開計画策定

・関係機関との調
整

・啓開作業の実施
・作業報告

・啓開作業の進捗
状況把握

協力依頼

啓開完了、緊急輸送ルートの確保

被災状況の把握完了

協議 作業依頼

・啓開作業の確認
・進捗状況の報告

・啓開作業の確認
・航路の安全確認

啓開作業の役割分担のイメージ

協議

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



２ 具体的な行動計画の策定
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各関係機関における具体的な行動計画

漁港漁場課

各土木事務所

○被災状況調査
・啓開体制の確立に必要となる関係機関との連絡調整を行う
・啓開作業の実施に向け、県内の防災拠点漁港の被災状況を取りまとめる
・各漁港の情報を収集し取りまとめのうえ関係機関に情報提供を行う

○啓開作業
・啓開作業計画の策定に必要となる関係機関との連絡調整を行う
・各漁港の情報を収集し取りまとめのうえ関係機関に情報提供を行う

○被災状況調査
・啓開体制の確立のため、各漁協や建設業者へ協力を依頼する
・調査の優先順位に従い調査計画をたて、海上保安部へ協議等を行う
・調査に必要な人員、資機材を準備し協力者とともに調査を実施のうえ被災状況を取りまとめる
・被災状況を漁港漁場課その他の関係機関へ連絡する
・危険箇所や沈没物等へ立ち入り禁止措置や目印の設置を行う

○啓開作業
・漁港漁場課その他の関係機関と協議のうえ啓開作業計画を策定する
・啓開作業に必要となる資機材や建設業者を手配する
・啓開作業の監督（進捗管理、出来形管理等）を行う
・啓開が完了したら漁港漁場課、海上保安部等の関係機関へ情報提供する

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



２ 具体的な行動計画の策定
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各関係機関における具体的な行動計画

各漁協

建設関係団体・業者

○被災状況調査
・土木事務所からの協力依頼に基づき、調査計画のもとに調査を実施する
・危険箇所や沈没物等へ立ち入り禁止措置や目印の設置を行う
・調査結果を土木事務所の担当者へ報告する

○啓開作業
・啓開作業計画の策定に基づき、必要な人員、資機材を調達のうえ啓開作業を実施する
・海上保安部への作業届け等を行う
・作業については土木事務所担当者の指揮のもと実施する
・作業の完了後、土木事務所担当者の確認を受け安全を確認する

○被災状況調査
・漁業者、漁船、漁業関係資材等の被災状況を把握する
・土木事務所からの協力依頼に基づき、調査計画のもとに調査を実施する
・調査は使用可能な漁船を調達のうえ主に海域の状況について把握する
・漂流物化した漁船や漁具について所有者の把握や廃棄処分の可否を判断する
・危険箇所や沈没物等へ立ち入り禁止措置や目印の設置を行う
・調査結果を土木事務所の担当者へ報告する

○啓開作業
・ガレキ類のうち漁業に関するものについて廃棄処分の可否、仮置き等の判断を行う
・所有者が判明した支障物件について、所有者による撤去の要請
・漁業関係施設の被災状況の把握や、早期に啓開する区域以外の清掃等を行う

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



２ 具体的な行動計画の策定
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各関係機関における具体的な行動計画

海上保安部

○被災状況調査
・海上作業の許可等を行う
・被災状況の把握を行う
・安全が確認できるまで航行制限等の措置を行う
・航路標識の復旧等を行う
・情報収集、提供等について県やその他の関係機関と連携し実施する

○啓開作業
・海上作業の許可等を行う
・安全が確認できるまで航行制限等の措置を行う
・県からの作業完了の報告を受け、航路等の安全を確認する
・引き続き危険な箇所については航行制限等の措置を行う

６．啓開に必要となる対策

６－３ 対策を実施するための項目の具体的な内容



７．啓開に要する日数の算定

被害想定をもとに、機能維持レベルを確保するまでに要する啓開日数を算定する。
日数の算定にあたっては、重機の手配可能時期など前提条件を整理しつつ行うこととする。

なお、作業能力については、建設工事の積算基準や「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画」
（P49参照）の文献等を参考とするものとする。
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また、緊急物資輸送計画など他の計画との整合を図ることが可能な場合は、「目標啓開日数」も定めるものとする。
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●啓開に要する日数の算定
津波流出物は、以下のとおりである。

建物等がれき（木片） 0(t)
流木（森林） 0(t)
漁具・漁網 47(t)
漁船（港湾・漁港・河川） 10(隻)

各津波流出物の啓開作業時間は以下のとおりである。
＜建物等がれき（木片）＞
P49の作業能力表より、 41.30t／時・2隻
作業船を1隻と考えて、 20.65t／時・1隻
よって、啓開作業時間は、0/20.65＝0時間≒0時間

＜流木（森林）＞
P49の作業能力表より、 2t／時・1隻
よって、啓開作業時間は、0/2＝0時間

＜漁具・漁網＞
P49の作業能力表より、 41.30t／時・2隻
作業船を1隻と考えて、 20.65t／時・1隻
よって、啓開作業時間は、47/20.65＝2.3時間≒2時間

＜漁船（港湾・漁港・河川）＞
P49の作業能力表より、 1.2隻／時・隻
よって、啓開作業時間は、10/1.2＝8時間
以上より、合計の啓開作業時間は10時間となる。
1日12時間稼働とすると、啓開作業日数は0.8日となる。

※1日の稼働時間は、四国の防災拠点港湾の啓開計画に準拠して、12時間とする。



８．啓開作業のシナリオ作成

作業内容や実施主体と関連づけて啓開作業のシナリオを作成する。
また、啓開作業とは別に被災シナリオも作成する。
ここで示す啓開作業のシナリオは、緊急物資を輸送するために必要となる‐4m航路と‐4m泊地の啓開作業のシナリオを示す。
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９．啓開計画の実効性の確保に向けて

啓開計画の実効性の確保に必要となる訓練や計画の見直しについても記載する。

◆教育・訓練
関係機関との連携や、現地訓練などの内容を検討する

◆計画の見直し
Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）という4 段階からなるPDCA サイクルのプロセスを繰り返し、計画の実効
性向上に向けたスパイラルアップを図るため必要となる項目を検討する

6h 12h 18h 24h 6h 12h 18h 24h 6h 12h 18h 24h 6h 12h 18h 24h

航路・泊地

岸壁

用地

臨港道路

緊急物資

　　　　　　日数
施設名

1日目 2日目 3日目

作業船の入港

啓開作業

啓開作業

啓開作業

水深確認 啓開作業 0.8日

応急復旧

応急復旧

応急復旧

輸送船入港
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◆「道路啓開計画」、「港湾BCP」との整合性
人員や資機材の確保、作業工程のすりあわせ、指揮・連絡系統の一体性などの整合を図ることが必要

◆目標とする機能維持レベル
漁港施設としての機能維持レベルに加え、緊急物資輸送の観点から、他に必要となる作業が発生するかどうかの確認
（例：用地整備に加えエリア明示のためのバリケードの設置など他機関との役割分担）

◆関係機関との役割分担の確実性
関係機関と役割分担を相互に確認し、被災後に啓開計画の実効性が確保できるように担保することが必要（場合によっ
ては関係機関との協定等）

◆建設業者の確保や作業に関するマニュアルの作成
建設業者の具体的な確保の方法や契約方法、がれき撤去等を含む作業に関する具体的なマニュアルの作成

◆漁協など民間組織の協力に対する具体策
契約方法、報酬の支払い、作業時の事故発生等への対応方法などの検討

１０．今後の検討課題

啓開計画策定後にさらに検討が必要となるであろう課題について記載する。
現時点で想定される項目について以下に示す。
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１１．添付資料

◆資料－１
沖の島漁港啓開計画図

◆資料－２
広場の必要面積算定

◆資料－３
関連する計画等

◆資料－４
津波漂流物発生量算定基礎資料



39

資料－１
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資料－２
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資料－３
関連する計画等

計画等の名称 日付 所管 内容

高知県地域防災計画（一般対策編） H18.5（見直し中） 高知県危機管理部 災害対策基本法第40条に基づき、高知県における防災上必
要な諸施策の基本的事項を定めたもの

高知県地域防災計画（震災対策編） H18.5（見直し中）

高知県南海トラフ地震対策行動計画 （平
成２５年度～平成２７年度）

H25.6 被害の軽減や地震発生後の応急対策、速やかな復旧・復興
に向けた事前の準備など、「高知県地域防災計画（地震・津
波対策編）」に定める基本事項を具体化するための行動計画

高知県南海トラフ地震応急対策活動要領 H25.6 海トラフ地震発生時に災害対策本部等で行う業務や、各所属
で行う応急対策業務のあり方、被災下の参集方法など職員
が取るべき行動について定めたもの

高知県災害対策本部条例（昭和3 7 年高
知県条例第4 5 号）
高知県災害対策本部規程

H24.12最終改正

H26.4.1

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定
に基づき、高知県災害対策本部の組織及び運営に関し必要
な事項を定めたもの

各市町村地域防災計画 各市町村 災害対策基本法第40条に基づき、県内市町村における防災
上必要な諸施策の基本的事項を定めたもの

防災拠点港配置計画 H25.3 高知県土木部
（港湾・海岸課）

南海トラフ地震などの大規模災害時に県内に配置される総合
防災拠点と連携した、緊急時の海上輸送ネットワークの構築
に向け策定したもの

港湾BCP 一部策定済み 南海トラフ地震時に停止することが予想される港湾の物流機
能、人流機能、空間機能を早期に復旧させることを目的に策
定するもの

道路啓開計画 作成中 高知県土木部
（道路課）

南海トラフ地震時に必要となる緊急輸送ルートを早期に確保
するため、事前に復旧手順などを定めるもの

南海トラフ地震対策地域啓開計画策定

ガイドライン（案）

H26.3 四国南海トラフ地震
対策戦略会議
（四国地方整備局）

四国内の各市町村において、南海トラフ巨大地震を想定した
発災後約2週間程度の初動対応計画（地域啓開計画（案））を
策定する際に最低限決めておくべき事項をとりまとめたもの

南海トラフ地震に対応した

四国の広域的な海上輸送の継続計画

H26.3 四国の港湾における
地震・津波対策検討
会（四国地方整備局）

大規模災害発生時においても四国の港湾（漁港）が総体として
継続的な物流機能を確保・発揮し、社会経済活動への影響を最
小限に抑えることを目的とした連携方策をとりまとめたもの

水産業BCP 各漁協
（漁港漁場課）

地震・津波による被災後、漁協を中心として早期に水産業を
再開させることができるよう、必要となる対策についてあらか
じめ定めたもの
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資料－３

関連する主な協定

計画等の名称 日付 相手方 内容

大規模災害発生時における支援活動に関する協定 H17.12 （社）高知県建設業協会 災害時の被災状況に関する情報提供、障害物の除去、
応急活動その他

大規模災害時の支援活動に関する協定 H17.10 （社）日本埋立浚渫協会四
国支部

災害時の港湾・漁港の障害物の除去、応急活動その
他

災害時の応急対策業務に関する協定 H17.10 高知県港湾空港建設協会、

全日本漁港建設協会高知
県支部

災害時における船舶による輸送等に関する協定 H24.10 日本内航海運組合総連合
会

緊急物資の輸送活動等に関する協定

船舶による輸送等災害応急対策に関する協定書 H21.3 高知県水難救済会、高知
海上保安部

漁船による輸送等災害応急対策に関する協定書 H24.7 高知県近海鰹鮪漁業協会

啓開作業に必要となる協定と海上輸送に関する協定を記載しており、陸上輸送に関する協定は除いている。
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資料－４

津波漂流物発生量算定基礎資料

・建物用地と森林面積の算定根拠図
・津波水位資料(津波シミュレーション結果）
・船舶隻数の資料
・漁港の利用状況
・魚種別陸揚量
・各津波流出物対する除去作業能力表
・復旧作業に必要となる資機材の海上運搬に関する資料
・天端高の算定方法
・漁具算出根拠
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建物用地と森林面積の算定根拠図
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荷重平均した登録漁船のトン数

（3×43+5×21+10×6+20×12）/82＝7トン
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「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画」より
（平成26年3月：四国の港湾における地震・津波対策検討会）
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天端高の算定値の表(漁港・漁場の施設の設計の手引2003年版)
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「災害廃棄物処理業務の記録 ＜宮城県＞」より
（平成26年7月：宮城県環境生活部震災廃棄物対策課）




